
JP 2005-530737 A5 2006.6.15

【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ３ 部 門 第 ２ 区 分
【 発 行 日 】 平 成 18年 6月 15日 (2006.6.15)
　
【 公 表 番 号 】 特 表 2005-530737(P2005-530737A)
【 公 表 日 】 平 成 17年 10月 13日 (2005.10.13)
【 年 通 号 数 】 公 開 ・ 登 録 公 報 2005-040
【 出 願 番 号 】 特 願 2003-585733(P2003-585733)
【 国 際 特 許 分 類 】
                        Ａ ６ １ ＫＡ ６ １ ＫＡ ６ １ ＫＡ ６ １ ＫＡ ６ １ ＫＡ ６ １ ＫＡ ６ １ ＫＡ ６ １ Ｋ   33/00     (2006.01)  33/00     (2006.01)  33/00     (2006.01)  33/00     (2006.01)  33/00     (2006.01)  33/00     (2006.01)  33/00     (2006.01)  33/00     (2006.01)
                        Ａ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ Ｐ    1/04     (2006.01)   1/04     (2006.01)   1/04     (2006.01)   1/04     (2006.01)   1/04     (2006.01)   1/04     (2006.01)   1/04     (2006.01)   1/04     (2006.01)
                        Ａ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ Ｐ    7/02     (2006.01)   7/02     (2006.01)   7/02     (2006.01)   7/02     (2006.01)   7/02     (2006.01)   7/02     (2006.01)   7/02     (2006.01)   7/02     (2006.01)
                        Ａ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ Ｐ   21/02     (2006.01)  21/02     (2006.01)  21/02     (2006.01)  21/02     (2006.01)  21/02     (2006.01)  21/02     (2006.01)  21/02     (2006.01)  21/02     (2006.01)
                        Ａ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ Ｐ   29/00     (2006.01)  29/00     (2006.01)  29/00     (2006.01)  29/00     (2006.01)  29/00     (2006.01)  29/00     (2006.01)  29/00     (2006.01)  29/00     (2006.01)
                        Ａ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ ＰＡ ６ １ Ｐ   31/04     (2006.01)  31/04     (2006.01)  31/04     (2006.01)  31/04     (2006.01)  31/04     (2006.01)  31/04     (2006.01)  31/04     (2006.01)  31/04     (2006.01)
   Ａ ６ １ Ｍ    1/16     (2006.01)
   Ａ ６ １ Ｍ   16/10     (2006.01)
【 Ｆ Ｉ 】
   Ａ ６ １ Ｋ   33/00          
   Ａ ６ １ Ｐ    1/04          
   Ａ ６ １ Ｐ    7/02          
   Ａ ６ １ Ｐ   21/02          
   Ａ ６ １ Ｐ   29/00          
   Ａ ６ １ Ｐ   31/04          
   Ａ ６ １ Ｍ    1/16    ５ １ ５
   Ａ ６ １ Ｍ   16/10          Ｚ
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 4月 17日 (2006.4.17)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 患 者 の 壊 死 性 腸 炎 を 治 療 ま た は 予 防 す る た め の 薬 学 的 組 成 物 の 調 製 用 の 一 酸 化 炭 素 の 使
用 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 薬 学 的 組 成 物 が 、 経 口 的 に 、 吸 入 に よ っ て 、 ま た は 患 者 の 腹 腔 へ の 直 接 投 与 に よ っ て 患
者 に 投 与 さ れ る 、 請 求 項 1記 載 の 使 用 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 患 者 が 乳 児 も し く は 早 産 児 で あ る か 、 ま た は 患 者 が 、 低 出 生 体 重 、 低 酸 素 状 態 、 低 体 温
状 態 、 低 血 圧 状 態 、 血 液 の 過 粘 稠 度 状 態 も し く は ア シ ド ー シ ス を 示 す か 、 ま た は 患 者 が 、
交 換 輸 血 、 少 な く と も 1種 の 高 浸 透 圧 の 輸 液 、 濃 縮 赤 血 球 の 輸 血 も し く は カ ル シ ウ ム 拮 抗
薬 の 過 剰 投 与 を 受 け て い る か 、 ま た は 患 者 が 、 腸 間 膜 の 虚 血 も し く は 腸 壁 の 細 菌 感 染 を 生
じ て い る か 、 ま た は 患 者 が 、 外 科 手 術 を 経 験 し て い る 、 外 科 手 術 を 受 け よ う と し て い る 、
も し く は 外 科 手 術 を 受 け て い る 、 請 求 項 1ま た は 2記 載 の 使 用 法
【 請 求 項 ４ 】
　 壊 死 性 腸 炎 を 治 療 す る 過 程 が 、 経 静 脈 栄 養 補 給 、 経 静 脈 水 分 補 給 、 少 な く と も 1つ の 抗



菌 剤 、 患 者 に 対 す る 経 鼻 胃 管 に よ る 減 圧 術 、 患 者 に 対 す る 外 科 手 術 、 お よ び 患 者 の 腹 膜 腔
の 排 液 か ら な る 群 よ り 選 択 さ れ る 治 療 を 患 者 に 対 し て 適 用 す る 過 程 を さ ら に 含 む 、 請 求 項
1～ 3の い ず れ か 一 項 記 載 の 使 用 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 薬 学 的 組 成 物 が 、 人 工 肺 ま た は 体 外 の 膜 型 ガ ス 交 換 装 置 に よ っ て 投 与 さ れ る も の で あ る
、 請 求 項 1～ 4の い ず れ か 一 項 記 載 の 使 用 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 患 者 の 壊 死 性 腸 炎 を 治 療 す る た め の 薬 学 的 組 成 物 の 調 製 用 の 一 酸 化 炭 素 の 使 用 法 で あ っ
て 、
　 (a)患 者 に 手 術 を 行 っ て 、 患 者 の 腸 の 患 部 を 切 除 す る こ と 、 お よ び
　 (b)(a)の 前 、 最 中 、 ま た は 後 に 、 薬 学 的 組 成 物 を 投 与 す る こ と
を 特 徴 と す る 使 用 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 薬 学 的 組 成 物 が 、 気 体 状 で あ る 、 請 求 項 1～ 6の い ず れ か 一 項 記 載 の 使 用 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 薬 学 的 組 成 物 が 液 状 で あ る 、 請 求 項 1～ 6の い ず れ か 一 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 患 者 の 壊 死 性 腸 炎 を 治 療 す る た め の 薬 学 的 組 成 物 の 調 製 用 の 一 酸 化 炭 素 の 使 用 法 で あ っ
て 、
　 (a)一 酸 化 炭 素 ガ ス を 含 む 加 圧 ガ ス の 形 態 の 薬 学 的 組 成 物 の 入 っ た 容 器 を 用 意 す る こ と
、
　 (b)薬 学 的 組 成 物 を 容 器 か ら 放 出 し て 、 一 酸 化 炭 素 ガ ス を 含 む 雰 囲 気 を 形 成 す る こ と 、
お よ び
　 (c)患 者 を 上 記 雰 囲 気 に 接 触 さ る こ と
を 特 徴 と す る 使 用 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 患 者 が ヒ ト で あ る 、 請 求 項 1～ 9の い ず れ か 一 項 記 載 の 使 用 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 医 薬 品 等 級 の 圧 縮 一 酸 化 炭 素 ガ ス の 入 っ た 容 器 で あ っ て 、 ガ ス を 患 者 の 壊 死 性 腸 炎 の 治
療 ま た は 予 防 に 使 用 し う る こ と を 表 示 し た ラ ベ ル を 有 し て い る 容 器 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 一 酸 化 炭 素 ガ ス が 、 酸 素 含 有 ガ ス と 混 合 さ れ て い る 、 請 求 項 11記 載 の 容 器 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 一 酸 化 炭 素 ガ ス の 混 合 物 中 の 濃 度 が 、 少 な く と も 約 0.025%、 少 な く と も 約 0.05％ 、 少 な
く と も 約 0.10％ 、 少 な く と も 約 1.0％ 、 ま た は 少 な く と も 約 2.0％ で あ る 、 請 求 項 12記 載 の
容 器 。
【 請 求 項 １ ４ 】
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一 酸 化 炭 素 を 有 効 成 分 と し て 含 有 す る 、 壊 死 性 腸 炎 治 療 ま た は 予 防 剤 。
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